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千代田区の給与・定員管理等について 

 

１  総括  

 ( 1 )  人件費の状況（普通会計決算）  

区分  

 

住民基本台帳人口  

（４年１月１日）  

 歳  出  額  

        Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

      Ｂ 

人件費率  

 Ｂ／Ａ  

(参考 )  

２年度の人件費率  

３年度  6 7 , 0 4 9  人  6 3 , 4 5 5 , 9 2

4千円  

1 , 4 7 2 , 9 4 5  

千円  

1 1 , 2 7 3 , 9 1

3千円  

1 7 . 8  ％  1 5 . 0  ％  

 

 ( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費  (参考)一人当

たり給与費   

Ｂ／Ａ  

( 参 考 ) 特 別 区

平 均 一 人 当 た

り 給 与 費  

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当   計  Ｂ  

３年度  1 , 1 2 3人  3 , 7 1 1 , 8 8

5千円  

1 , 5 9 5 , 2 0

5千円  

1 , 6 6 7 , 1 0

5千円  

6 , 9 7 4 , 1 9

5千円  

6 , 2 1 0  千円  6,563千円  

  （注）  

１  職員手当には、退職手当は含みません。  

２  職員数については、令和３年 4 月 1 日現在の人数です。また、再任用短時間勤務職員及び会

計年度任用職員を含んでいません。  

３  給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費は含まれておりますが、会計年度任用職員

の給与費は含んでいません。  

 

 ( 3 )  ラスパイレス指数の状況  

 

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた

め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給

表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数です。  
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２  （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイ

レス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較

するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。  

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

づく地域手当支給率）により算出。）  

３  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均

したものです。  

 

 ( 4 )  給与改定の状況  

    ①月例給  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

給与改定率  

 

 

 

 

(参考 )  

国の改定率  

 

民間給与  

Ａ  

公務員給与  

Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定率）  

４年度  3 7 9, 4 0 8円  3 7 8 , 5 1 2円  8 9 6円  

（ 0 . 2 4％）  

0 . 2 4％  0 . 2 4％   

 

0 . 3％  

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ

イレス比較した平均給与月額です。  

    ②特別給（期末・勤勉手当）  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考 )  

国の年間  

支給月数  

民間の支給  

割合    Ａ  

公務員の  

支給月数  Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定月数） 

４年度  4 . 5 6月  4 . 4 5月  △ 0 . 1 1月  0 . 1 0月  4 . 5 5月   4 . 4 0月  

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。  

 

( 5 )  給与制度の総合的見直しの実施状況について  

 

 

 

①給料表の見直し  

［  実施   未実施］  

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の

場合には、その理由））  

 

 

 

 

  

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日  

（内容）行政職給料表（一）について、国の見直し内容を踏まえ、平均1. 8％引き下げ。他の給料

表については、行政職給料表（一）との均衡を踏まえて見直しを実施。  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当

の支給割合の見直し等に取り組むとされている。  
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②地域手当の見直し  

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）   

 

③その他の見直し内容  

 

 

 

２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 ( 1 )  

職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）  

    ①一般行政職  

  

 

 

 

 

 

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース )  

千代田区  3 9 . 8歳  2 9 2 , 7 8 2円  4 1 7 , 2 8 9円  3 7 0 , 6 8 6円  

東京都  4 2 . 3歳  3 1 6 , 4 1 7円  4 5 3 , 5 4 9円  3 9 8 , 4 8 4円  

国  4 2. 7歳  3 2 3 , 7 1 1円  ―  4 0 5 , 0 4 9円  

 特別区平均  4 0 . 3歳  2 9 7 , 3 5 9円  4 2 0 , 0 4 8円  3 7 3 , 8 2 5円  

②技能労務職  

区分 公務員 民間 参考 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額（A） 
平均給与月額 

(国ベース) 

対応する民間

の類似職種 

平均年齢 平均給与月額

（B） 

A/B 

千代田区 
48.4歳 93人 

264,319

円 

358,994

円 
326,692円 

― ― ― ― 

 うち

清掃 
47.1歳 74人 

263,903

円 

360,588

円 
327,602円 

廃棄物処理

業従業員 
47.0歳 

306,000

円 
1.18 

 うち

用務 
58.4歳 9人 

288,378

円 

364,772

円 
347,653円 用務員 49.1歳 

236,600

円 
1.47 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年４月１

日実施）  

（支給割合）国基準20％に対し、千代田区においても 2 0％を支給。  

（実施時期）平成２７年４月１日より実施。  

（参考）  

 

平成 2 6年度  

の支給割合  

平成 2 7年度  

の支給割合  平成2 8年度  

の支給割合  

平成2 9年度  

の支給割合  

平成3 0年度  

の支給割合  

令和元年度  

の支給割合  

令和２年度  

の支給割合  

令和３年度  

の支給割合  

令和 4年度  

の支給割合  4月 1日  

時点  

遡及  

改定後  

国基準による 

支給割合  
1 8％  1 8％  1 8 . 5％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  

千代田区の 

支給割合  
1 8％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  2 0％  
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東京都 
50.4歳 1,275人 

288,149

円 

388,154

円 
356,026円 

― ― ― ― 

国 
51.1歳 2,114人 

286,570

円 
― 328,416円 

― ― ― ― 

特別区平

均 
53.4歳 246人 

291,298

円 

392,684

円 
358,327円 

― ― ― ― 

 

 参考  

年収ベース（試算値）の比較  

公務員（C）  民間（D）  C / D  

千代田区     

 うち清掃  5,707,692円  4,266,500円  1.34 

 うち用務  5,916,403円  3,187,900円  1.86 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用します。（平成 3 1年～令   

和３年の３ヵ年平均）  

※  民間の用務員、廃棄物処理場従業は、都道府県別データが公表されていないため、全国平均値を掲載    

 しています。  

※  技能労務職の職種と民間の職種等比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点おいて完全一致し  

るものではありません。  

※  年収ベースの「公務員（ C)  」及び「民間（ D)  」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12  倍した  

ものに、公務員おいては前年度に支給された期末  ・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間  

賞与の額を加えた試算値です。  

  

  ③教育職  

区  分  平 均 年 齢      平均給料月額  平均給与月額   

千代田区  36.9歳  319,815円  428,601円  

東京都  40.1歳  337,226円  434,470円  

特別区平均  37.8歳  325,980円  437,056円  

    （注）１  「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

です。  

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間

外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査に

おいて明らかにされているものです。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。  

 

   



- 5 - 

( 2 )  職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）  

区     分  千代田区  東京都  国  

一般行政職  
大  学  卒  1 8 3 , 7 0 0円  1 8 3 , 7 0 0円  1 8 2 , 2 0 0円  

高  校  卒  1 4 7 , 1 0 0円  1 4 5 , 6 0 0円  1 5 0 , 6 0 0円  

技能労務職  高  校  卒  1 4 3 , 7 0 0円  1 4 3 , 0 0 0円  －  

教  育  職  

大  学  卒  1 9 4 , 8 0 0円  1 9 7 , 3 0 0円  －  

短  大  卒  1 7 7 , 7 0 0円  1 4 9 , 0 0 0円  －  

※  千代田区の技能労務職の初任給は、清掃作業の職務に従事する職員の初任給を掲載しています。  

 

 ( 3 )  職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）  

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況  

( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）  

区

分  
基準となる職務  

職員

数  
構成比  

1号給（初号

）の 給料月額  

最高号給の給料

月額  

1級  係員の職務  3 6 2人  4 6 . 2 %  1 4 2 , 5 0 0円  3 2 1 , 9 0 0円  

2級  主任の職務  1 5 0人  1 9 . 1 %  1 9 6 , 7 0 0円  3 5 5 , 5 0 0円  

3級  
係長、担当係長又は主査の職

務  
1 3 4人  1 7 . 1 %  2 2 6 , 6 0 0円  4 0 4 , 4 0 0円  

4級  課長補佐の職務  6 9人  8 . 8 %  2 5 3 , 1 0 0円  4 2 6 , 3 0 0円  

5級  
課長、担当課長又は副参事の

職務  
5 1人  6 . 5 %  2 8 3 , 9 0 0円  4 5 2 , 1 0 0円  

6級  
部長、担当部長又は参事の職

務  
1 8人  2 . 3 %  3 6 8 , 9 0 0円  5 1 2 , 6 0 0円  

  （ 注 ）１  千 代 田 区 の「 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 」に 基 づ く 給 料 表 の 級 区 分 に よ る 職 員

（ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く ） 数 で す 。  

    ２   構 成 比 は 、 端 数 処 理 の 関 係 で 合 計 が 1 0 0 %に な ら な い 場 合 が あ り ま す 。  

    区     分  経験年数 1 0年  経験年数 2 0年  経験年数 2 5年  経験年数 3 0年  

一般行政職  
大  学  卒  268,855円  398,875円  405,500円  431,247円  

高  校  卒  220,000円  335,920円  361,533円  389,220円  

技能労務職  高  校  卒  204,200円  該当者なし   302,933円  316,967円  
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（注）平成30年度に８級制から６級制に変更（旧給料表の１級から３級の再編、６級及び７級の統合

）しています。  

 

( 2 )  国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在）  
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( 3 )  昇給への人事評価の活用状況  

令和 4年4月2日から令和 5年4月1日  

までにおける運用  
管理職員  一般職員  

イ． 人事評価を活用している  ○  ○  

 

活用している昇給区分  
昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

上位、標準、下位の区分  ○   ○  ○  

上位、標準の区分   ○    

標準、下位の区分      

標準の区分のみ（一律）      

ロ．  人事評価を活用していない    

   活用予定時期    

 

４ 職員の手当の状況  

(1)  期末手当・勤勉手当 

千代田区  東京都  国  

1人当たりの平均支給額  

（３年度）  

1 , 6 1 0千円  

1人当たりの平均支給額  （ ３ 年

度）  

1,788千円  

－  

（３年度支給割合）  （３年度支給割合）  （３年度支給割合）  

期末手当  勤勉手当  期末手当  勤勉手当  期末手当  勤勉手当  

 2.40 月分   2.05 月分   2.40  月分   2.05 月分   2.55 月分   1.90 月分  

（1.35）月分  （1.00）月分  （1.35）月分  （1.00）月分  （1.45）月分  （0.90）月分  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

有  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

有  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

有  

（ 注 ） （  ） 内 は 、 再 任 用 職 員 に か か る 支 給 割 合 で す 。  

 

 ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）  

令和４年度中における運用  管理職員  一般職員  

イ． 人事評価を活用している  ○  ○  

 

活用している成績率  
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

上位、標準、下位の成績率  ○   ○  ○  
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上位、標準の成績率   ○    

標準、下位の成績率      

標準の成績率のみ（一律）      

ロ． 人事評価を活用していない    

   活用予定時期    

 

( 2 )  退職手当（令和４年４月１日現在）  

千代田区 国 

（支給率）  

勤続20年  

勤続25年  

勤続35年  

最高限度  

自己都合  

1 8 . 0 0月分  

2 8 . 0 0月分  

3 9 . 7 5月分  

3 9 . 7 5月分  

勧奨・定年  

2 4 . 5 5月分  

3 2 . 9 5月分  

4 7 . 7 0月分  

4 7 . 7 0月分  

（支給率）  

勤続20年  

勤続25年  

勤続35年  

最高限度  

自己都合  

1 9 . 6 6 9 5月分  

2 8 . 0 3 9 5月分  

3 9 . 7 5 7 5月分  

4 7 . 7 0 9月分  

勧奨・定年  

2 4 . 5 8 6 8 7 5月  

3 3 . 2 7 0 7 5月分  

4 7 . 7 0 9月分  

4 7 . 7 0 9月分  

その他の加算措置  

 定年前早期退職特例措置（2～20％加算）  

その他の加算措置  

 定年前早期退職特例措置（2～45％加算）  

1人当たりの平均支給額    

 1,419千円  21,454千円     

（ 注 ）  退 職 手 当 の １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 は 、 令 和 ３ 年 度 に 退 職 し た 職 員 に 支 給 さ れ た 平

均 額 で す 。  

( 3 )  地域手当（令和４年４月１日現在）  

支  給  実  績（令和３年度決算）  8 2 2 , 6 1 2千円   

支給職員１人当たり平均支給年額（○年度決算）  6 9 3 , 0 1 8円  

支給対象地域  支給率  支給対象職員数  国の制度（支給率）  

千 代 田 区  2 0 %  1 , 1 8 7人  2 0 %  

 

( 4 )  特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）  

支給実績（令和３年度決算）  1 4 , 3 7 0千円 

支給職員1人当たり平均支給年額（令和３年度決算）  9 5 , 8 0 3円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度）         1 2 . 6 1％ 

手当の種類（手当数）  ６  手当 

手当の名称  主な支給対

象職員  

主な支給対象業務  支給実績   

（令和 3年度決算） 

左記職員に対する支

給単価  

特定危険現

場業務手当  

施設経営課

、  

建築指導課  

昇降機の検査  ２千円  日額     4 6 0円  

建設現場における足場の

不安定な箇所での工事監

督又は検査業務  

２千円  地上10ｍ以上  

3 0ｍ未満  

日額    3 2 0円  

地上30ｍ以上  
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日額    4 4 0円  

福祉業務手

当  

生活支援課

、  

在宅支援課  

生活保護法又は老人福祉

法に定める業務を行うた

め家庭等を訪問したとき  

９千円  日額    5 0 0円  

児童相談所  児童福祉法に定める児童

の一時保護業務  

０千円  日額   1 , 4 7 0円  

児童相談所  児童福祉法に定める児童

相談所の業務（一時保護

業務除く）を行うため家

庭訪問、指導、相談等の

業務をしたとき  

０千円  日額    4 9 0円  

防疫等業務

手当  

保健所  Ⅰ類感染症、新型インフ

ルエンザ等感染症、指定

感染症又は新感染症の患

者等の接触業務  

０千円  日額    7 2 0円  

Ⅱ類感染症又は指定感染

症の患者等の接触業務  

０千円  日額    3 2 0円  

結核患者の接触業務  180円 日額    1 8 0円  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症にかかる業務  

710 千円  日額      3,000 円  

有毒薬物等

取扱手当  

保健所  法令に定める有害薬物・

毒物による試験、検査等  

6 3千円  日額    2 4 0円  

清掃業務手

当  

清掃事務所  廃棄物の直接処理等  1 0 , 7 4 2千

円  

日額    7 0 0円  

教育特殊業

務手当  

幼稚園の教

諭  

非常災害時等の緊急業務  ０千円  日額  3 , 0 0 0円  

～6,4 0 0円  

（注）支給実績額（ 1 4 , 3 7 0千円）には、「千代田区立九段中等教育学校教育職員の給与等に関する条例

」の規定により、「学校職員の特殊勤務手当に関する条例」の適用を受ける職員の例により支給された

教員特殊業務手当の額（ 2 , 8 4 4千円）が含まれています。  

（内訳）   ・修学旅行等指導業務      36千円  

・対外運動競技等       2 5 5千円  

・部活動指導        2 , 5 5 3千円  

 

( 5 )  時間外勤務手当  

支給実績（令和２年度決算）  3 2 1 , 0 5 3 千円  

職員 1 人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 3 1 7 千円  

支給実績（令和３年度決算）  3 8 8 , 0 4 8 千円  

職員 1 人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 3 7 8 千円  

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度

の４月１日現在の総職員数（管理職員・教育職員等、制度上時間外手当の支給対象とはならな

い職員を除く）であり、再任用短時間勤務職員を含みます。  
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(6)  その他の手当（令和４年４月１日現在）  

手当名  内容及び支給単価  

国の制

度  

との異

同  

国の制度と  

異なる内容  

支給実績  

(令和３年度決算） 

支給職員 1 人当たり 

平均支給年額  

(令和３年度決算) 

扶養手当  配偶者  6 , 0 0 0円  

異なる  

6 , 5 0 0円  5 6 , 7 1 6 千

円  

1 8 0 , 6 2 4 円  

子  9 , 0 0 0円  1 0 , 0 0 0円  

父母等  6 , 0 0 0円  6 , 5 0 0円  

1 6歳から2 2歳までの子  4 , 0 0 0円加

算  

5 , 0 0 0円加

算  

住居手当  世帯主である職員で、自ら居住するた

め住宅を借り受け、家賃月額2 7 , 0 0 0円

以上を支払っている職員に支給  

・月額  8 , 3 0 0円  

 年齢により加算あり  

  2 6歳以下  1 8 , 7 0 0円  

  2 7歳以上3 1歳以下  9 , 3 0 0円  

異なる  

家賃負担者

に対し最大  

2 8 , 0 0 0円  

5 4 , 7 7 5 千

円  

1 7 7 , 8 4 0 円  

通勤手当  交通機関、交通用具等を利用して通勤

する職員に対し通勤に要する経費を補

助するため支給   

・交通機関利用者支給限度額  

1月当たり  5 5 , 0 0 0円  

・交通用具使用者の支給額  

一般  2 , 6 0 0円～ 1 3 , 0 0 0円  

不便公署  2 , 6 0 0円～ 2 0 , 4 0 0円  

身障者等  3 , 9 0 0円～ 2 4 , 9 0 0円  

異なる  

・交通機関

利用者支給

限度額   

1月当たり  

5 5 , 0 0 0円  

・交通用具

使用者の支

給額  

2 , 0 0 0円～

3 1 , 6 0 0円  

1 7 7 , 9 6 5

千円  

1 6 0 , 7 6 4 円  

管理職手当  管理又は監督の地位にある職員に支給   

6 4 , 7 0 0円～ 1 2 7 , 6 0 0円  
異なる  

支給金額  

4 6 , 3 0 0円

～ 1 3 0 , 3 0 0

円  

9 3 , 7 7 5 千

円  

1 , 1 1 6 , 3 6 3 円  

初任給調整手

当  

専門的知識が必要で、採用困難な職に

採用される者に対し、一定の期間支給(

区では医師、歯科医師に支給)  

支給の期間に応じ1 1 8 , 0 0 0円～ 2 6 8 , 5 0

0 円  

異なる  

地域に応じ  

4 1 4 , 8 0 0円

以内  

3 , 3 7 4 千

円  

1 , 6 8 6 , 7 5 0 円  

夜勤手当  正規の勤務時間が深夜に割り振られた

場合に支給  

・1時間単価の2 5 / 1 0 0の額  

同じ  －  

2 5 7 千円  5 1 , 3 5 1 円  

宿日直手当  正規の勤務時間以外に宿直又は日直勤 異なる  内容に応じ 2 , 4 3 1 千 4 2 , 6 5 3 円  
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務をした場合に支給  

・通常の日から始まる場合   

５時間以上 8 , 6 0 0円  

５時間未満 4 , 3 0 0円  

・年末年始の日から始まる場合  

５時間以上 1 0 , 9 0 0円  

５時間未満 5 , 4 5 0円  

4 , 4 0 0円～

2 1 , 0 0 0円  

円  

管理職員特別

勤務手当  

管理職員が、災害への対処その他の臨

時又は緊急の必要その他公務の運営の

必要により、週休日等又は週休日等以

外の日の午前零時から午前5時までの間

（正規の勤務時間以外の時間に限る。

）に勤務した場合に支給  

・部長級        1 2 , 0 0 0円  

（6時間を超える勤務）1 8 , 0 0 0円  

 週休日等以外      6 , 0 0 0円  

・課長級        1 0 , 0 0 0円  

（6時間を超える勤務）1 5 , 0 0 0円  

週休日等以外       5 , 0 0 0円  

異なる  

・週休日等

6 , 0 0 0円～

1 8 , 0 0 0円  

（6時間を

超える勤務  

9 , 0 0 0円～

2 7 , 0 0 0円

）  

・週休日以

外  

3 , 0 0 0円～

6 , 0 0 0円  

1,597 千円  5 9 , 1 4 8 円  

単身赴任手当  公署を異にする異動により転居し、配

偶者と別居、単身生活する場合に支給  

・基礎額        3 0 , 0 0 0円  

・加算額     6 , 0 0 0円～ 1 4 , 0 0 0円   

異なる  

3 0 , 0 0 0円

～ 1 0 0 , 0 0 0

円  

3 6 0 千円  3 6 0 , 0 0 0 円  

義務教育等教

員特別手当  

義務教育等の教育職員について、人材

の確保、学校教育の水準の維持向上を

図るために支給  

職務の級・号により1 , 1 2 0円～ 4 , 1 5 0

円  

－  －  

4 , 3 6 2 千

円  

4 3 , 1 9 1 円  

 

５  特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）  

区分  給料月額等  

給
料 

区長  

副区長  

教育長  

1 , 2 8 6 , 0 0 0円  

1 , 0 2 7 , 0 0 0円  

9 0 9 , 0 0 0円  

報
酬 

議長  

副議長  

議員  

9 2 5 , 0 0 0円  

8 0 9 , 0 0 0円  

6 1 8 , 0 0 0円  

期
末
手
当 

区長  

副区長  

教育長  

（令和３年度支給割合)  

3 . 8 0月分  

議長  

副議長  

(令和３年度支給割合)  

3 . 8 0月分  
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議員  

退
職
手
当 

 

区長  

副区長  

教育長  

(算定方式 )   ( 1期の手当額 ) (支給時期 ) 

1 , 2 8 6千円×在職年数×470/100  24,177千円  任期毎  

1 , 0 2 7千円×在職年数×290/100  11,913千円   任期毎  

9 0 9千円×在職年数×220/100   5,999千円   任期毎  

（注）１  区長・副区長に対する地域手当は平成 22 年１月１日より廃止し、相当額を給料に含めて支給  

     しています。  

２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（区長

及び副区長は４年＝ 48 月、教育長は３年＝ 36 月）勤めた場合における退職手当の見込額で

す。  

 

６  職員数の状況  

 ( 1 )  部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）  

区分 職員数(人)  増減 

(人)  

減員 

(人)  

増員 

(人)  
主な増減理由 

令和3年 令和4年 

  

一 

 

般 

 

行 

 

政 

 

部 

 

門 

議会     13    13    0    0    0   

総務   255 

   (4) 

 257 

   (4) 

2  13    15 オリパラ事業の終了等によ

る減、デジタル化推進、シ

ステムリプレース対応のた

めの増など 

税務     36 

(1) 

  36 

   (1) 

0    0    0  

民生    284 

   (3) 

  287 

   (4) 

3   7   10 退職に伴う欠員等による減

、引きこもり問題への対応

のための増など 

衛生    210 

   (7) 

  225 

   (9) 

  15   3  18 退職に伴う欠員等による減

、新型コロナウイルス対応

のための増など 

商工     10    13  3    0    3 スタートアップ支援のため

の増など 

土木    135 

   (4) 

  138 

   (1) 

3    3  6 過員解消等による減、建築

・構造審査業務量増、公共

施設改修工事対応のための

増など 

小計    943 

  (19) 

  969 

  (19) 

26  26    52 <参考>人口１万人当たりの

職員数144.52人（類似団体

の人口１万人当たりの職員

数57.68人） 

教育  

  180 

   (3) 

  186 

   (3) 

6    1    7 欠員不補充等による減、子

どもの権利推進、特別支援

学級の増加対応のための増

など 

小計    1,123 

   (22) 

  1,155 

   (22) 

32    27    59 <参考>人口１万人当たりの

職員数172.26人（類似団体

の人口１万人当たりの職員

数63.84人） 

公営企

業等会

計部門 

 国保事業     14    16  2    0    2 欠員補充による増 
 老人医療      4     4  0    0    0  
 介護保険     22    22  0    0    0  
   小計     40    42 2    0    2  
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部門別  

合 計  1,163 

  (22) 

〔1,32

0〕 

1,197 

  (22) 

〔1,32

0〕 

  34  27    61 <参考>人口１万人当たりの

職員数178.53人 

 

（注）１  （  ）は短時間勤務再任用職員で外書きです。  

２  〔  〕は条例定数の合計です。  

３  職員数には、公益的法人等派遣職員を含み、他の地方公共団体へ派遣中の職員（被災地派遣の  

職員は除く）、研修受入職員、短時間勤務再任用職員、臨時・非常勤職員を含みません。  

 

( 2 )  年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）  

 

 

 

区  分  

 

2 0歳  

 

未満  

2 0歳  

～  

2 3歳  

2 4歳  

～  

2 7歳  

2 8歳  

～  

3 1歳  

3 2歳  

～  

3 5歳  

3 6歳  

～  

3 9歳  

4 0歳  

～  

4 3歳  

4 4歳  

～  

4 7歳  

4 8歳  

～  

5 1歳  

5 2歳  

～  

5 5歳  

5 6歳  

～  

5 9歳  

6 0歳  

 

以上  

 

計  

 

職員数  
人  

0  

人  

5 4 

人  

1 6 0  

人  

1 7 8  

人  

1 8 5  

人  

1 0 8  

人  

5 0  

人  

5 7  

人  

8 4  

人  

1 0 9  

人  

1 0 7  

人  

1 0 5  

人  

1 , 1 9 7  

 

 ( 3 )  職員数の推移  

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

 平成 2 9 年  平成 3 0 年  平成 3 1 年  令和 ２年  令 和 ３ 年  令 和 ４ 年  
過去５年間  

の増減数（率）  

一般行政  8 7 7  8 8 9  9 0 0  9 3 7  943 969 9 2 ( 1 0 . 4 9％ )  

教育  1 7 3  1 7 2  1 7 5  1 7 7  180 186 1 3 ( 7 . 5 1％ ) 

普通会計  1 , 0 5 0  1 , 0 6 1  1 , 0 7 5  1 , 1 1 4  1,123 1,155 1 0 5 ( 1 0 . 0 0％ ) 

公営企業等会計計  4 2  4 2  4 1  4 0  40 42 0 ( 0 . 0％ ) 

総合計  1 , 0 9 2  1 , 1 0 3  1 , 1 1 6  1 , 1 5 4  1,163 1,197 1 0 5 ( 9 . 6 2％ ) 

年  度  
部門別  
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（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。  

２  合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。  

 

 


